
平成１７年度第２回　班長・運営委員合同会議

５月８日（日）１０時～　自治会館２Ｆ会議室

１．出席者確認（高瀬理事）
　　役員が全員、班長が２名・運営委員８名が欠席。

２．班長・運営委員合同会議資料に添って説明（前田会長）
（１）防犯街灯設置について
（２）ゴミ問題について　　
（３）猫問題について
（４）交通安全対策について
　　→　水の江小学校およびＰＴＡ安全部会でも対応中。
（５）自治会加入促進について
（６）防犯パトロールについて
　　→　詳細は担当：渡辺副会長より
（７）ちはら台福祉協議会について　
（８）ちはら台自治会連合会について
（９）一斉清掃について
　　→　詳細は担当：高瀬理事より

３．防犯パトロールについて（担当：渡辺副会長）
　※ 内容についてはお問い合わせ下さい ※

４．一斉清掃について（担当：高瀬理事）
　・　６月４日（土）　８時３０分～　乙月公園にて
　・　参加票は個別回収式から一覧形式に変更、回覧により人数把握する。
　　　班長　→　各ブロック理事　→　高瀬理事　と報告する。
　・　雨天時の連絡は、
　　　役員会　→　各ブロック理事　→　各班長　→　各世帯　とする。
　・　小さいお子さんのいる世帯などは、乙月公園の集合は必須ではなく、
　　　清掃終了後に乙月公園に集まっていただいてもよい。
　※　運営委員欠席の班は、各班長より資料配布・説明をお願いします。

５．各種連絡事項（各担当より）
（１）一部班長に対して会費徴収についての確認
（２）ＨＰの活用状況およびメールについて連絡
（３）小島理事よりＢブロックへ周知事項

６．各班長に回覧物の配布

７．質疑応答
　　全体的には特になし。

以　上

平成１７年度　第２回乙月自治会理事会

１．各種予算について
　・　乙月公園清掃に対する行政からの交付金が予算よりやや減少。
　・　乙月自治会から各団体への送金を５月中に行う予定。
　　（ちはら台自治会連合会や共同募金など）

２．防犯街灯設置について
　・　設置の現状について各ブロック理事で再点検を行う。



３．体育協議会について
　・　１０月１０日　水の江小学校にて市民体育祭の予定。
　・　今期より団体会費１００円削減。
　・　ちはら台全体でグランドゴルフやスポーツ吹き矢などを開催予定。

４．ちはら台地区民総会開催
　　総会議案については、後日役員回覧。

５．ちはら台社会福祉協議会
　　前田会長が会長兼務のため、乙月自治会としてできるだけ協力する。

６．未加入者の加入促進について
　・　戸建て世帯については未加入はごく一部。１００％加入を目指す。
　・　賃貸世帯については、前田会長と各班長で加入推進にあたる。
　　→　賃貸世帯の班再編成（班長・運営委員）は、加入状況に応じて対応。

７．防犯パトロールについて
　※ 内容については、お問い合わせください ※

８．ちはら台公園清掃について
　・　乙月自治会が清掃担当であり、１０月実施のため時間に余裕がある。
　　　清掃後のコミュニケーションとして、何らかの企画を検討する。

９．次回理事会は、６月４日（土）乙月公園清掃後。

以　上


